
事務事業評価シート（事前評価）
事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

年度 （ ）

目標 年度

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

目標 年度

目標 年度

駐車場台数（市所有）

事業件数の進捗率

総務部　管財課

事
務
事
業
の
概
要

事務事業の目的 根拠法令等

　合併時に現行庁舎を有効活用すると決定したことを踏まえ、市民サービスや事務執行の効率性の向上を図るた
め、保谷敷地整備計画に基づき、東京都道路建設計画への対応も考慮しながら、庁舎の改修、敷地内・その周辺
の整備及び敷地内の緑化を行う。

事業内容・実施方法等　

　庁舎周辺の3.2.6号線など都市計画道路の整備に合わせて、平成20年度（実施設計、解体工事等３件を実施）から22年度にわたり、
保谷庁舎の敷地整備及び敷地内の緑化等を行う。平成21年度は、こもれびホール駐車場整備工事、北側駐車場整備工事（庁用車専
用）、保谷南分庁舎整備工事及び現庁用車専用駐車場解体工事を行い、平成22年度は北側市民広場（緑地）整備工事・南分庁舎の
追加工事を行う。各事業を行うに当たっては、みどりや環境に配慮して実施する。

事業開始時期 平成20 実施形態

事
業
費
デ
ー
タ

項　　目 単位 21年度

まちづくり整備基金

人 0.75

千円

千円 6,124

22年度 23年度

千円

300,592 50,137

300,592

内
訳

0 50,137 0 0

06,124 0

0.75

千円 306,716 56,261 0

23年度

①工事実施件数

0

工事実施件数 千円 76,679 28,130 #DIV/0! #DIV/0!

《指標の説明　など》
　①主工事の実施件数を記載。
　②緑化面積については一団地認定の基準を基に増築する。標記は全敷地面積に対してのパーセント。（　）内は緑化実面積。

成果指標 単位 21年度 22年度 23年度

活動等指標 単位

目標値 件 4 2

21年度 22年度

②緑化面積 目標値 ％ 7.35（1808.95㎡） 16.68（3783.60㎡）

一
次

目標値 台

実績値

134 157

目標値 ％

実績値

78 100

《指標の説明　など》
　　駐車場の台数は市所有の土地。21年度は他に32台分の借地駐車場を利用。22年度には借地駐車場はなしの予定。
　敷地整備事業（20～22年度）の総工事件数の9件を分母として、21年度までに7件、22年度までに9件実施の予定で進捗率を記載。

事
業
環
境
等

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

　平成19年10月に実施した環境に関する市民アンケートでは、市が優先的に解決すべき課
題として、回答した市民のうち74.9％が「二酸化炭素の増加による気候変動（地球温暖
化）」、51.8％が「ヒートアイランド対策」を挙げている。市民ニーズに基づき策定した環境基
本計画では、「良好な生活環境の確保」「みどりの保全・育成」を基本方針としている。事業
の推進にあたりこれらの事に配慮して設計等事業執行する。

事業実施上における制約や
財源確保等

　都市計画道路3.2.6号線の用地として、こもれびホール来客用駐車場の一部が予定されて
おり、14台分の駐車スペースを失う。敷地内整備に伴う建築確認申請時に、一団地認定の
条件として敷地内緑化が必要とされる。ソーラーシステム設置等の地球温暖化対策と一体
的な事業を行い、国庫補助金の対象となるよう申請する。

代替・類似サービスの有無

コスト意識・マネジメント意識をもった行政運営を行うとともに、市民との連携に
よる運営及び市民に便利でわかりやすいサービスの提供をめざします。

2-1-3 保谷庁舎・敷地整備事業

特になし

協2-3 健全な自治体経営の推進

評
価
指
標
の
設
定 二
次

法律
条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  有

  無

直営 委託 補助 その他



事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

【一次評価】

Ｃ

【二次評価】

Ｃ

【行革本部評価】

一次評価
○検証項目、評価の判断理由
○事業化する上での課題等
　当分の間、既存の庁舎を有効に活用するという
合併時の方針を踏まえると、市民サービスの向
上の視点から、保谷庁舎及び敷地内を整備する
本事業の必要性は高い。また、平成20年度に、
都市計画道路3.2.6号線の用地として、こもれび
ホール来客用駐車場の一部を売却し、14台分の
駐車スペースを失ったため、自走式立体駐車場
の設置により、駐車場を確保することも求められ
ている。一連の敷地内整備に伴い、一団地認定
の条件として敷地内緑化の整備が必要とされて
おり、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策
への市民ニーズが高いことから、事業実施に当
たっては敷地内緑化を進めることが市の責務とな
る。今後、１市２庁舎体制の問題を検討しなが
ら、現在の庁舎敷地内の整備を計画的に実施す
るとともに、工事に関する市民周知を図っていく。

3

3

2

2

検証項目 ランク

2

3

市民ニーズ
の把握

受益者負担
の適切さ

事業内容等
の適切さ

○検証項目、評価の判断理由
○事業化する上での課題等

3
　都道整備に係る補償費をまちづくり整備基金
に積み、これを活用して事業が行われるものと考
えられるが、基本的にこの補償金の範囲内で効
率的な事業を推進する必要がある。
　ソーラーシステム等の検討もあわせて行い、国
庫補助金等、財源確保等にも積極的に取り組む
必要がある。
　駐車場整備に当たっては、これまでの検討経
過も踏まえ、有料化等の取組について引き続き
検討する必要がある。

3

3

2

3

2

二次評価

行革本部評価 評価の判断理由及び事業化する上での課題等

　現行の市庁舎を有効活用して市民サービスの向上を図る観点からは、本事業を実施すべきと考える。
　実施にあたっては、環境への配慮や特定財源の活用、整備事業の対象のひとつである駐車場の適正利用の仕
組みづくりについても検討されたい。

Ｂ

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

3

Ａ

Ｂ

Ａ

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業主体
の妥当性

協2-3 健全な自治体経営の推進
コスト意識・マネジメント意識をもった行政運営を行うとともに、市民との連携に
よる運営及び市民に便利でわかりやすいサービスの提供をめざします。

2-1-3 保谷庁舎・敷地整備事業 総務部　管財課

事業の
必要性

事業の優先
度（緊急性）

3

検証項目 ランク

事業化

実施を延期

計画を中止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービス
の相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービス
の相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握 事業化

実施を延期

抜本的見直し

計画を中止

事業化

実施を延期

抜本的見直し

計画を中止

抜本的見直し

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目


